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   議事日程第６号        第１回定例会 

   平成２８年３月１７日（木）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 議第１０号 平成２８年度寒河江市一般会計予算 

 〃  ２ 議第１１号 平成２８年度寒河江市公共下水道事業特別会計予算 

 〃  ３ 議第１２号 平成２８年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計予算 

 〃  ４ 議第１３号 平成２８年度寒河江市簡易水道事業特別会計予算 

 〃  ５ 議第１４号 平成２８年度寒河江市国民健康保険特別会計予算 

 〃  ６ 議第１５号 平成２８年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算 

 〃  ７ 議第１６号 平成２８年度寒河江市介護保険特別会計予算 

 〃  ８ 議第１７号 平成２８年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算 

 〃  ９ 議第１８号 平成２８年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算 

 〃 １０ 議第１９号 平成２８年度寒河江市立病院事業会計予算 

 〃 １１ 議第２０号 平成２８年度寒河江市水道事業会計予算 

 〃 １２ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １３ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１４ 議第２１号 寒河江市情報公開条例及び寒河江市個人情報保護条例の一部改正について 

 〃 １５ 議第２２号 寒河江市行政不服審査会条例の制定について 

 〃 １６ 議第２３号 寒河江市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第２４号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第２５号 寒河江市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 〃 １９ 議第２６号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２０ 議第２７号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 〃 ２１ 議第２８号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に

ついて 

 〃 ２２ 議第２９号 寒河江市まちづくり寄附条例の一部改正について 

 〃 ２３ 議第３０号 寒河江市固定資産評価審査委員会条例等の一部改正について 

 〃 ２４ 議第４０号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 〃 ２５ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２６ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２７ 議第３１号 寒河江市いじめ防止対策の推進に関する条例の制定について 

 〃 ２８ 議第３２号 寒河江市市民浴場に関する条例の一部改正について 
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日程第２９ 議第３３号 寒河江市歯と口腔の健康づくり推進条例の制定について 

 〃 ３０ 議第３４号 寒河江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

 〃 ３１ 議第３５号 寒河江市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

 〃 ３２ 議第３６号 寒河江市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について 

 〃 ３３ 議第３７号 寒河江市立病院事業の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について 

 〃 ３４ 議第３８号 寒河江市立病院事業の管理者の給与等に関する条例の制定について 

 〃 ３５ 議第３９号 寒河江市立病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について 

 〃 ３６ 議第４１号 平成２７年度寒河江市立病院事業会計資本金の額の減少について 

 〃 ３７ 請願第１号 奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願 

 〃 ３８ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ３９ 質疑・討論・採決 

 

日程第４０ 議会案第１号 奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める意見書の提出について 

 〃 ４１ 議案説明 

 〃 ４２ 質疑・討論・採決 

 〃 ４３ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中における委員会調査申出並びに委員派遣承認要求

について 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第６号に同じ 

 

 

 

   再    開   午前１０時２０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。工藤議会運営委員長。 

   〔工藤吉雄議会運営委員長 登壇〕 

○工藤吉雄議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営については、昨日３月16日、

議会運営委員会を開催し協議いたしましたので、

その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議会案第１号奨学金制度の充実
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と教育費負担の軽減を求める意見書の提出につ

いて、及び常任委員会及び議会運営委員会の閉

会中における委員会調査申し出並びに委員派遣

承認要求についての２案件であります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

になりますが、変更内容は日程第40から日程第

43まで追加となるものであります。 

  追加案件の取り扱いについては、日程第39の

後に、日程第40で議会案第１号を議題とし、日

程第41で議案説明、日程第42で質疑・討論・採

決を行います。次に、日程第43で常任委員会及

び議会運営委員会の閉会中における委員会調査

申し出並びに委員派遣承認要求についてをお諮

りすることといたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第６号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、議第10号平成28年度

寒河江市一般会計予算から日程第11、議第20号

平成28年度寒河江市水道事業会計予算までの11

案件を一括議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第12、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。石山予算特

別委員長。 

   〔石山 忠予算特別委員長 登壇〕 

○石山 忠予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託なりました案件は、議第10号

平成28年度寒河江市一般会計予算、議第11号平

成28年度寒河江市公共下水道事業特別会計予算、

議第12号平成28年度寒河江市浄化槽整備事業特

別会計予算、議第13号平成28年度寒河江市簡易

水道事業特別会計予算、議第14号平成28年度寒

河江市国民健康保険特別会計予算、議第15号平

成28年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算、

議第16号平成28年度寒河江市介護保険特別会計

予算、議第17号平成28年度寒河江市介護認定審

査会共同設置特別会計予算、議第18号平成28年

度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三

泉）予算、議第19号平成28年度寒河江市立病院

事業会計予算、議第20号平成28年度寒河江市水

道事業会計予算であります。 

  ３月９日、委員全員出席のもと委員会を開会

し、質疑の後、各分科会に分担付託し審査する

ことにいたしました。 

  各分科会の審査の経過については、本日開催

されました委員会で詳しく報告されております

ので省略させていただきますが、各分科会とも

原案を了とすべきものと決した旨の報告があり

ました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑に入りましたが質疑もなく、採決に入り

ました。 

  最初に、議第11号、議第12号、議第13号、議

第17号、議第18号、議第19号及び議第20号の７

案件を一括して採決の結果、全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第10号、議第14号、議第15号及び議
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第16号の４案件について順次採決の結果、それ

ぞれ多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  以上をもって、予算特別委員会における審査

の経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第13、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議第10号、議第14号、議第15号及び

議第16号の４案件を除く、議第11号平成28年度

寒河江市公共下水道事業特別会計予算、議第12

号平成28年度寒河江市浄化槽整備事業特別会計

予算、議第13号平成28年度寒河江市簡易水道事

業特別会計予算、議第17号平成28年度寒河江市

介護認定審査会共同設置特別会計予算、議第18

号平成28年度寒河江市財産区特別会計（高松、

醍醐、三泉）予算、議第19号平成28年度寒河江

市立病院事業会計予算及び議第20号平成28年度

寒河江市水道事業会計予算の７案件を一括して

採決いたします。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ７案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第11号、議第12号、議第13号、議

第17号、議第18号、議第19号及び議第20号の７

案件は原案のとおり可決されました。 

  次に、議第10号平成28年度寒河江市一般会計

予算を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第10号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第14号平成28年度寒河江市国民健康

保険特別会計予算を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第14号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第15号平成28年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計予算を起立により採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第15号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第16号平成28年度寒河江市介護保険

特別会計予算を起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第16号は原案のとおり可決されま

した。 
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議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第14、議第21号寒河

江市情報公開条例及び寒河江市個人情報保護条

例の一部改正についてから日程第24、議第40号

辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定につ

いてまでの11案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第25、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。太田総

務産業常任委員長。 

   〔太田総務産業常任委員長 登壇〕 

○太田芳彦総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、３月９日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第21号から議第30

号まで及び議第40号の11案件であります。 

  審査の都合上、議第28号の審査終了後に議第

30号の審査を行い、その後議第29号及び議第40

号の順に審査に入ることを諮り、異議なく了承

され、そのように審査することに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第21号寒河江市情報公開条例及び

寒河江市個人情報保護条例の一部改正について

を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りま

した。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「処分庁に対する審査請求を一旦行

ってそれに不服だとすれば行政不服審査法に基

づき上級審査庁に持っていくという２段構えの

制度そのものは変わらないのか」との問いがあ

り、当局より「これまでも市のほうに異議申し

立てがなされてそれに不服の場合は市の特有の

事務については上級庁が行わないのですぐ提訴

ということになっていたわけです。ほとんど審

査請求の事例はなく、一元化しても問題ないと

いうことで２段構えでなくなりました。今後も

審査請求があってそれに不服の場合は訴訟とな

ります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第22号寒河江市行政不服審査会条例

の制定についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回の条例制定によって、委員５

人以内ということで弁護士等の専門職の方と２

人くらいは市民からという説明でした。一般市

民の方々からの委嘱となると行政経験とか審査

に当たった経験がある方とか限られてくると思

う。元市職員で行政経験がある方となる場合、

純然たる第三者機関とはならないのではないか

と思うが、その辺の考えを聞きたい」という問

いがあり、当局より「審査請求が出るケースと

いうのは福祉関係が多くなると思いますので、

福祉関係の方をお願いするということが１点、

もう一つは税のほうの請求も多くなると思いま

すので、できれば固定資産評価審査委員会の女

性の委員の方からと考えているところです」と

の答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第23号寒河江市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の一部改正についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

たが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議第24号寒河江市職員の勤務時間、休



 - 145 - 

暇等に関する条例の一部改正についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第25号寒河江市職員の退職管理に関

する条例の制定についてを議題とし、当局の説

明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第26号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「平成27年度の６月、12月と平成28

年の６月、12月の月数、勤勉手当の月数、期末

手当の月数で割合が違うというのはなぜなの

か」との問いがあり、当局より「27年度につい

ては通常、当年度については12月のところで調

整をするということになっています。12月で上

げて調整をしているということです。平成28年

については通常どおり６月、12月に分けてなら

すというのが通例になっているところです」と

の答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第27号寒河江市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回の改正によって人事評価制度

の導入に伴った勤勉手当は平成28年度６月支給

の一時金、期末勤勉手当から反映という考えで

よろしいか」との問いがあり、当局より「人事

評価の本格稼働が28年からで、今は試行ですの

で28年６月ではできないです」との答弁があり

ました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第28号議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に

ついてを議題とし、当局の説明を求め質疑に入

りましたが、質疑もなく、討論を終結し、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  次に、議第30号寒河江市固定資産評価審査委

員会条例等の一部改正についてを議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第29号寒河江市まちづくり寄附条例

の一部改正についてを議題とし、当局の説明を

求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論

を終結し、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第40号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の策定についてを議題とし、当局の説

明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第26、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議第26号を除く、議第21号寒河江市
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情報公開条例及び寒河江市個人情報保護条例の

一部改正について、議第22号寒河江市行政不服

審査会条例の制定について、議第23号寒河江市

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

一部改正について、議第24号寒河江市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て、議第25号寒河江市職員の退職管理に関する

条例の制定について、議第27号寒河江市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部改正につい

て、議第28号議会の議員、その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部改正につ

いて、議第29号寒河江市まちづくり寄附条例の

一部改正について、議第30号寒河江市固定資産

評価審査委員会条例等の一部改正について及び

議第40号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の策定についての10案件を一括して採決いたし

ます。 

  ただいまの10案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  10案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第21号、議第22号、議第23号、議

第24号、議第25号、議第27号、議第28号、議第

29号、議第30号及び議第40号の10案件は原案の

とおり可決されました。 

  次に、議第26号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてを起立

により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第26号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第27、議第31号寒河

江市いじめ防止対策の推進に関する条例の制定

についてから日程第37、請願第１号奨学金制度

の充実と教育費負担の軽減を求める請願までの

11案件を一括議題といたします。 

 

厚 生 文 教 常 任 委 員 会 の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第38、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。遠藤厚

生文教常任委員長。 

   〔遠藤智与子厚生文教常任委員長 登壇〕 

○遠藤智与子厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、３月９日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第31号から議第39

号まで、議第41号及び請願第１号の11案件であ

ります。 

  審査の都合上、初めに議第31号、議第32号の

審査を行い、その後に議第36号を審査し、次に

議第33号、議第34号、議第35号、議第37号、議

第38号、議第39号、議第41号、請願第１号の順

に審査を行うことを諮り、異議なく了承されま

した。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第31号寒河江市いじめ防止対策の

推進に関する条例の制定についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「小中学校におけるいじめ等の実態

は」との問いがあり、当局より「いじめの実態

について学期ごとに調査しております。市内の
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いじめの認知件数は今年度の第１期は小学校26

件、中学校７件の合計33件です。第２期は小学

校21件、中学校９件の合計30件です。第３期に

ついては調査中です」との答弁がありました。 

  委員より「いじめの内容は」との問いがあり、

当局より「中学校では冷やかしやからかい、悪

口やおどし文句、嫌なことを言われる、これが

一番多いです。小学校も同じ内容です」との答

弁がありました。 

  委員より「いじめをどのようにして把握する

のか」との問いがあり、当局より「まずは子供

に寄り添うこと、常によく話し合い、何でも相

談できること。保護者もいろいろな相談ができ

ることが大事だと思います。アンケート調査も

定期的に行い把握をしております」との答弁が

ありました。 

  委員より「再調査、専門委員会の一部非公開、

公開についていじめを受けた当事者の保護者に

対してはどうなのか」との問いがあり、当局よ

り「保護者に対する情報を適切に提供する責任

については経過報告等が適切な方法であること

が望ましいとされており、いたずらに個人情報

保護を盾に説明を怠るようなことがあってはな

らないという規定もありますので、その点を踏

まえて検討させていただきたい」との答弁があ

りました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第32号寒河江市市民浴場に関する条

例の一部改正についてを議題とし、当局の説明

を求め、質疑に入りましたが、御報告する質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一致

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第36号寒河江市消費生活センターの

組織及び運営等に関する条例の制定についてを

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「この消費生活センターの設置場所

と人数は」との問いがあり、当局より「寒河江

市消費生活センターは既に平成25年４月１日か

ら設置されております。このたび、法律改正に

よって条例制定が義務化されたものです。設置

場所は市役所内です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第33号寒河江市歯と口腔の健康づく

り推進条例の制定についてを議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第34号寒河江市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りましたが、質疑も

なく、討論を終結し、採決の結果、全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第35号寒河江市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、御報

告する質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議第37号寒河江市立病院事業の地方公

営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定についてを議題とし、当局の説明

を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「市立病院の地方公営企業法全部適

用に伴って、これまでの運営方法との端的な違

いは」との問いがあり、当局より「地方公営企
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業法第９条に定められておりまして、病院企業

職員の任免、給与、勤務時間、その他の勤務条

件に関する事項や予算の原案の作成に関する業

務あるいは説明に関して病院管理者が行う。資

産の取得、管理、処分に関すること、契約の締

結に関することなどが権限になります」との答

弁がありました。 

  委員より「地方公務員法とのかかわりではど

うなるのか」との問いがあり、当局より「職員

の身分は市職員ということで変わりございませ

んので、地方公務員法の適用は受けるというこ

とになると思います」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第38号寒河江市立病院事業の管理者

の給与等に関する条例の制定についてを議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「事業管理者の報酬について」の問

いがあり、当局より「新たに来ていただこうと

している事業管理者については、今現在の給与

総額よりは当然上回る必要があるということで

積算しております」との答弁がありました。 

  委員より「最初の管理者との契約は何年をめ

どにしているのか」との問いがあり、当局より

「特別職ということで４年間です」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第39号寒河江市立病院企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の制定について

を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「病院企業職員の給与について」の

問いがあり、当局より「市長の答弁にもありま

したように、病院企業職員であっても一般職員

と同じような取り扱いをしていくとの考えのも

とに今現在の給与規定につきましても同じよう

につくっております」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第41号平成27年度寒河江市立病院事

業会計資本金の額の減少についてを議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「資本金を減少するというものと欠

損金のかかわりについて」の問いがあり、当局

より「今回資本金を減額したとすれば処分後の

資本金の残額が約６億7,700万円になります。

未処理欠損金につきましてはゼロに見込めま

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第１号奨学金制度の充実と教育費

負担の軽減を求める請願を議題とし、担当書記

による請願朗読の後、審査に入りました。 

  主な内容を申しあげます。 

  委員より「この請願書に書いてあるとおり、

奨学金そのものに利子がついていること自体教

育という面から考えればおかしい。元金が返せ

ないので利子から返していく、元金は減ってい

かない。それに保証人までつけてという状況が

ある。ぜひ請願を採択していただき、請願事項

にあるような形で国に進めていただくようお願

いしたい」との意見がありました。 

  委員より「おおむね願意妥当ではあるが一部

気になるところがある」との意見がありました。 

  自由討議の後、討論を終結して採決の結果、

全会一致をもって採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第１号が採択すべきものと決しま

したので、担当書記による意見書案朗読の後、

審査に入りました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て意見書案を一部修正の上議会案を提出するこ

とに決しました。 
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  以上で、厚生文教常任員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第39、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 １点だけ御質問をさせていただ

きたいと思います。 

  請願第１号の奨学金制度の充実と教育費負担

の軽減を求める請願の意見書提出についての委

員会での議論の内容で今御報告にもあった一部

字句の修正があったということでございました。 

  先ほど配られた意見書のところ、２番に当面

この低利子時代にあり貸与型奨学金は無利子と

して所得に応じた無理のない返済制度を導入す

ることということだと思いますが、ここの最初

の当面ということと、この低利子時代にありと

いうところで字句が挿入されたと思うんですけ

れども、このところというのはどんな意味があ

ってここに修正されたのか、委員会での議論な

どを詳しく教えていただければと思います。 

○國井輝明議長 遠藤委員長。 

○遠藤智与子厚生文教常任委員長 請願事項の２

の箇所が自由討議、そして自由討議にもより活

発に意見が交わされまして、結果的に当面この

低利子時代にあり貸与型奨学金は無利子としと

いう低利子時代にありという文言をぜひ入れて

ほしいという強い意見がありました。その主な

理由としては、この文言がないと余りにも内容

が強い内容となっているのではないか。それか

ら、滞納額、滞納しているそのことを滞納した

まましていくのはおかしい。借りたものは返す

べきであって、この低利子時代にありという文

言を入れてその上で貸与型奨学金は無利子とし

とすべきでないかという意見が出されました。 

  それと同時に、奨学金という性格からすれば

このような文言を入れるべきではないという意

見も出され、活発にこの点について議論されま

したけれども、結果的に低利子時代にありとい

う文言が入ったという経過でございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 再質問させていただきますが、

この部分が出てくると今、日銀ではマイナス金

利をとって今そういう金融政策が行われている

わけですけれども、プラス金利というかもとに

戻ったありあるいは高利子時代になったときに

は、仮にそうなった場合には２番の趣旨という

ものは、項目というものは生かされなくなるの

ではないかと強く疑問が持たれます。 

  しかも、私も子供を大学に３人ほど出しまし

たけれども、非常に経済的負担というものは今

も抱えておりますし、きょう傍聴に来られてい

る方も学生さんもいらっしゃいますけれども、

非常に教育費負担が厳しいということで今回の

給付型奨学金を導入すべきというところで請願

があったんだと思うんですが、その請願の趣旨

からちょっと別な方向に行ってしまうんでない

かと懸念されるんですが、その辺はどのような

議論になったのでしょうか。 

○國井輝明議長 遠藤委員長。 

○遠藤智与子厚生文教常任委員長 奨学金の持つ

そもそもの性格からして、そもそも請願事項の

１番目に掲げてあるように給付型奨学金制度を

導入し、高校を含めて拡充することと、それが

一番の目標であるけれども、当面は先ほど紹介

議員といいますか、委員の意見にもありました

ように本来奨学金は利子をつけて貸すべきもの

ではない、給付型になる間の当面の間は無利子

としてほしいと、低金利時代にあってという、

低利子時代にあってということを入れるべきで

はないという意見が出されました。 

  ですけれども、今の今、渡邉議員が言ったよ

うなこと、これが利子が高利子になっていった
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場合は願意が損なわれるのではないかという意

見ももちろん出されました。ですけれども、や

はり低利子時代にありという文言は入れるべき

だという意見が多く、このような結果となりま

した。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第31号寒河江市いじめ防止対策の推進に関

する条例の制定について、議第32号寒河江市市

民浴場に関する条例の一部改正について、議第

33号寒河江市歯と口腔の健康づくり推進条例の

制定について、議第34号寒河江市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、議第

35号寒河江市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部改正について、議第36号寒河江市消費生

活センターの組織及び運営等に関する条例の制

定について、議第37号寒河江市立病院事業の地

方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について、議第38号寒河江市

立病院事業の管理者の給与等に関する条例の制

定について、議第39号寒河江市立病院企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例の制定につ

いて、議第41号平成27年度寒河江市立病院事業

会計資本金の額の減少について及び請願第１号

奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める

請願の11案件を一括して採決いたします。 

  ただいまの11案件に対する委員長の報告はい

ずれも可決及び採択であります。 

  11案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

  御異議がありますので、確認いたします。渡

邉議員、何号議案に対してですか。 

○渡邉賢一議員 議第37号と議第38号と議第39号

の３議題については個別に採決をお願いします。 

○國井輝明議長 それでは、御異議がありますの

で、初めに異議のなかった議第31号、議第32号、

議第33号、議第34号、議第35号、議第36号、議

第41号及び請願第１号の８案件について一括し

て採決いたします。 

  ただいまの８案件について委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第31号、議第32号、議第33号、議

第34号、議第35号、議第36号、議第41号及び請

願第１号は原案のとおり可決及び採択されまし

た。 

  次に、御異議のありました議第37号を起立に

より採決いたします。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第37号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第38号を起立により採決いたします。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第38号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、議第39号を起立により採決いたします。 

  本案は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 
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  起立多数であります。 

  よって、議第39号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第40、議会案第１号

奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第41、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第１号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り議案説明を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第42、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第１号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第１号奨学金制度の充実と教

育費負担の軽減を求める意見書の提出について

を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

常任委員会及び議会運営委員会の 

閉会中における委員会調査申出 

並びに委員派遣承認要求について 

 

○國井輝明議長 次に、日程第43、常任委員会及

び議会運営委員会の閉会中における委員会調査

申出並びに委員派遣承認要求についてでありま

す。 

  このことにつきましてはお手元に配付してお

ります文書のとおり各委員長より申し出があり

ます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申し出のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって各委員長の申し出のとおり決しました。 

 

   閉    会    午前１１時１５分 

 

○國井輝明議長 これにて平成28年第１回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 


